
首都圏中央連絡自動車道　飯沼川高架橋（下部工）東工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回答

1 特別調査単価について 特別調査により決定した材料単価の公表(閲覧)は可能でしょうか。 当社ＨＰをご参照ください。

2 割掛対象表
｢仮設材等運搬費｣の割掛先となる対象項目について､｢基礎杭｣および｢鋼管杭工｣が対
象から外れていることから､重機足場として使用する敷鉄板の運搬費については当初未
計上であり､契約後に変更対象になるものと考えてよろしいでしょうか｡

重機足場として使用する敷鉄板の運搬費については、共通仕様書1-34-1に示すとおり、共通仮設
費に含まれます。

3

特記仕様書
24-2-1  客土掘削
24-2-3  盛土工
24-2-5  構造物裏込め工

特記仕様書には｢緩速施工(10㎝/day以下)にて施工を行うものとする｣と記載されており
ますが､日当り施工量が減少することから､通常施工よりも機械の使用日数が増加する
ものと考えます｡この増加費用分については契約後に変更対象になるものと考えてよろ
しいでしょうか｡

緩速施工(10㎝/day以下)を指定しているため、変更対象にはなりません。

4
特記仕様書
率計上工事に関する事項
契約変更について

率計上工事に関する事項の積算方法について､契約書19条に基づき新単価を定めるも
のとする､とあります｡新単価は､設計変更ガイドラインのP43に示されている新単価ケー
ス A､B､Cのどれに該当しますか｡

率計上工事に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は
受付けておりません。


